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第４章 第五次計画の基本目標と方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第５章 第五次計画の施策 
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「第三次川越市学校教育情報化推進計画」策定について 

 

１ 学校教育情報化推進計画について 

 （１）計画の目的 

    本計画は、現在策定中の第四次川越市教育振興基本計画の基本理念で

ある「ともに学び続ける力で未来を拓く川越市の教育」 の実現に資する

ことを目的としている。 

子どもたちがこれからの未来を拓いて生きていくには、答えのない課 

題であっても、主体的に捉え、他者と知識や考え方を共有し、議論するこ 

とで、最適であると考えられる答えを導き出すことのできる等の情報活用 

能力が必要であると言われている。 

子どもたちの情報活用能力育成に当たっては、学校におけるデジタル 

学習基盤の整備や維持・管理を計画的に実施するため、学校教育情報化推

進計画を策定する。  

 

（２）計画の位置づけ 

    学校教育情報化推進計画は、「学校教育の情報化の推進に関する法律」 

において、地方公共団体での計画策定が規定されている。 

また、市長部局の「川越市行政 DX 推進計画」と整合を図る。  

 

（３）計画の範囲 

   学校教育の情報化は次の４つの範囲とする。 

① ICT を活用した児童生徒の資質・能力の育成 

子どもたちの情報活用能力の育成 

② 児童生徒の可能性を引き出す教職員の ICT 活用能力の向上 

ICT を効果的に活用した分かりやすく深まる授業の実現 

③ 教育 DX をとおした「こどもと先生の時間」を生み出す体制の整備 

  教育 DX をとおして校務の効率化と ICT 活用の推進体制の整備 

④ デジタル学習基盤及び教育データ利活用環境の整備 

教育データ利活用を前提とし、変化の速い技術に対応できる持続可 

能なデジタル学習基盤の整理を行う 

      

（４）本市の計画策定の状況 

本市では、学校教育情報化推進計画として、現在、次の計画を策定、 

運用している。 

① 計画名称 

第二次川越市学校教育情報化推進計画 

② 計画期間 

令和４年度～令和７年度 

③ 計画の主な内容 

教育を取り巻く社会情勢の変化に応じ本市における学校教育の情報化

を計画的に推進することを趣旨として策定している。具体的には、
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「ICT を活用した児童生徒の資質・能力の育成」「教職員の ICT 活用・

指導力の向上」「ICT 推進体制の整備と校務の改善」「ICT を活用する

ための環境の整備」について記載している。 

 

２ 第三次川越市学校教育情報化推進計画の策定スケジュールについて 

第二次川越市学校教育情報化推進計画の計画終了に合わせて、次期計画とし

て、「第三次川越市学校教育情報化推進計画（以下、「第三次計画」という。）

を策定する。 

（１）「第三次計画」策定方法 

 ① 「第三次計画」策定にあたる会議体整備 

     ・川越市教育委員会情報化推進会議（既存組織） 

教育委員会内の計画に対する認識共有を図る。また、必要に応じて、     

財政課長、政策企画課長、情報政策課長の参加を求め、市長部局と 

も情報共有する。 

     ・第三次川越市学校教育情報化推進計画策定作業部会計画素案の策 

定にあたる中で、学校教育部内及び関係課、各校の計画に対する意 

思統一を図る。 

 

 

 

   【会議体の関係性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

② 「第三次計画」策定の流れ 

・策定作業部会、情報化推進会議で計画案策定 

・定例教育委員会で計画案の協議、議決 

・市長決裁により、計画策定 

  

市長 教育委員会 

教育委員会情報化推進会議（既存組織） 

第三次川越市学校教育情報化推進計画 

策定作業部会 
各学校 

財政課長 

政策企画課長 

情報政策課 

計画案上程 計画の承認 

計画の決裁 

計画について意見 

必要に応じて参加依頼 
計画案の修正指示 計画案作成 

情報交換 
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【計画策定に向けたスケジュール（概要）】 

【計画策定の流れ】 

① 定例教育委員会（6 月） 

・「第二次川越市学校教育情報化推進計画」総括を報告。 

・「第三次川越市学校教育情報化推進計画策定作業部会」の新規立ち 

上げを含め、組織的計画的に計画策定を行うことについて報告。 

 

②  第１回 策定作業部会（１１月） 

・「第三次学校教育情報化推進計画」の位置づけについて説明する。 

・事前に配布した「第三次学校教育情報化推進計画」素案について、各 

課の関係個所についての検討 

 

③  教育委員会情報化推進会議（１２月） 

・「第三次学校教育情報化推進計画」の位置づけについて説明する。 

・「第三次学校教育情報化推進計画」素案の検討。 

 

④  第２回 策定作業部会（１月） 

・教育委員会情報化推進会議の意見を踏まえ、「第三次学校教 

育情報化推進計画」素案について、各課の関係個所についての検討 

 

⑤  定例教育委員会 議案（２月） 

・「第三次学校教育情報化推進計画」案 議決 

 

   ⑥ 市長決裁（３月） 
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【計画の位置づけ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四次川越市教育振興基本計画 

令和８年度~令和 12 年度 

第五次川越市総合計画 

令和８年度~令和 17 年度 

第三次川越市学校教育情報化推進計画 

令和８年度~令和１２年度 

川越市 

川越市行政 DX 

推進計画 

国・埼玉県の 

情報施策・指針等 

整合 

川越市教育大綱 

整合・連携 

整合・連携 

整合・連携 

整合 



第三次川越市学校教育情報化推進計画

（案） 
令和８年度～令和１２年度 

令和８年４月 

川越市教育委員会 
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第 二 次 川越 市 特 別 支 援 教育 推進 に 関 す

る計画の策定について  
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にし

計画策定の趣旨

成果と 課題を 踏ま え、 社会の変化や多様化する ニーズに対応し た、 本市にお

ける 特別支援教育を総合的・ 計画的に推進し ていく ための指針と し て策定

成果 課題
1 特別支援学級全校設置

2 支援員の増員・ 配置

1 人材の育成・ 確保

2 丁寧な就学相談

【 第二次 川越市 特別支援教育推進に関する 計画】

【 川越市 特別支援教育推進に関する 計画】

1 全市立小・ 中学校への特別支援学級の設置

2 全職員を対象に特別支援教育に関する 研修を 実施

3 特別支援教育支援員や学級運営支援員の計画的な配置

4 多様な学びの場を 適切に選択する ための就学相談の充実

令和３ 年度

〜

令和７ 年度

特別支援教育に関する 動向

平成18年 教育基本法の改正

平成19年 学校教育法の改正

平成23年 障害者基本法の改正

平成24年

イ ン ク ルーシブ教育
シス テム構築のための
特別支援教育の推進
（ 中教審文化会報告）

平成25年
学校教育法施行令
の改正

平成28年 障害者差別解消法
の施行

平成30年 埼玉県 特別支援教育
環境整備計画の策定（ 県）

令和3年

医療的ケ ア 児及び
その家族に対する
支援に関する 法律の施行

令和3年

障害者差別解消法
の改正

令和3年
川越市 特別支援
教育推進に関する
計画の策定（ 市）

令和4年

令和4年

通常の学級に在籍する
特別な教育的支援を
必要と する児童生徒
に関する調査

平成24年

平成28年 発達障害者支援法
の改正

令和7年

令和8年

通常の学級に在籍する
特別な教育的支援を
必要と する児童生徒
に関する 調査

埼玉県 特別支援教育
推進計画の策定（ 県）
（ 令和4年度〜6年度）

埼玉県 特別支援教育
推進計画の策定（ 県）
（ 令和7年度〜9年度）

第二次 川越市 特別支援
教育推進に関する
計画の策定（ 市）

国
・
埼
玉
県
の
特
別
支
援
教
育
施
策
・
指
針
等

国
・
埼
玉
県
の
特
別
支
援
教
育
施
策
・
指
針
等

第二次川越市特別支援教育推進に関する 計画

令和８ 年度〜１ ２ 年度

川越市教育大綱

計画の位置づけ計画の位置づけ

第四次川越市教育振興基本計画

令和８ 年度〜１ ２ 年度

第五次川越市総合計画

（ 前期基本計画）

令和８ 年度〜１ ２ 年度

・ 一人一人のニーズに応じ

　 た支援の実現　

・ 研修体制の整備

・ 医療的ケア児への支援

・ 特別支援教育の視点を

　 も っ た教育活動や児童　

　 生徒支援

成果成果

課題課題

・ 新たな設置や巡回指導の

　 充実

・ 教職員の指導力・ 専門性

　 の向上

・ 場の確保と 指導方法の

　 工夫

・ 通級校と 在籍校の連携

成果成果

課題課題

・ ほぼ全ての市立小・ 中学校
　 に特別支援学級設置
・ 教職員の専門性の向上

・ 人材の確保

・ 児童生徒の卒業後を

  見据えた支援

成果成果

課題課題

整合整合

通級指導教室特別支援学級

川越市特別支援教育推進に関する 計画の成果と 課題

通常の学級

整合整合

整合整合

第二次 川越市 特別支援教育推進に関する 計画の方向性

３ 教職員の特別支援教育に係る 資質向上

４ 関係機関と の連携強化

教育委員会が、 各学校

の実態を把握し 、 学級

運営支援員や特別支援

教育支援員を計画的に

配置し 、 学校をサポー

ト する。

市立特別支援学校のセ

ン タ ー的機能の活用事

例をま と め、 周知する

こ と で、 各学校がセン

タ ー的機能を 活用し 、

特別支援教育の視点を

取り 入れた支援ができ

る よ う にする 。

保護者向けセミ ナー等

で、 特別支援教育に関す

る 情報を 発信し たり 、 新

たに啓発資料を 作成・

保護者へ配布し たり する

こ と で、 保護者の認識を

さ ら に深める 。

医療的ケア が必要な児

童生徒について、 各機

関が連携し て看護師を

配置し たり 、 校内支援

体制を 確立し たり する

こ と で安心して 学校生

活を 送る こ と ができ る

よ う にする 。

ユニバーサルデザイ ン
の視点を 取り 入れた
指導や支援

全ての学校で環境整

備、 授業の工夫、 安心

感を与える居場所づく

り 等を行い、 全ての児

童生徒にと って学びや

生活のし やすい学級づ

く り を行う 。

通常の学級に在籍し て

いる 個別の支援を必要

と している 児童生徒へ

一人一人のニーズに応

じ た個別の支援計画を

積極的に作成し 、 切れ

目のない支援を行う 。

通級指導教室の新設や
巡回指導の拡充によ る
自校通級の拡大

新たに通級指導教室の

設置、 巡回指導の拡充

を図る こ と で、 支援を

必要と 必要と し ている

児童生徒のための体制

を整える。

通級担当と 担任と の連

携を 密にし 、 指導や支

援を よ り 効果的に行う

ため、 積極的な相互訪

問や、 在籍校での支援

内容・ 通級での指導内

容の共有を図る 。

交流及び

共同学習の推進

特別支援学級と 通常の

学級の児童生徒が適切

に交流及び共同学習が

行える よ う 、 特別な教育

課程・ 計画に位置づけ、

学校全体で組織的に取

り 組める 体制を整える 。

障害のない児童生徒の

心の障壁を取り 除き 、

障害のある 児童生徒が

地域と の関係を 深め、

在籍校以外の学校でも

学びを育むこ と ができ

る よ う にする 。

本市独自開催の免許法

認定講習を 継続し 、 教

職員に特別支援教育に

関する 専門性を 身につ

けさ せる 。（ 特別支援

学校教諭２ 種免許状の

取得）

通常の学級において も 、

教育的ニーズが多様化し

て いる こ と から 、 通常の

学級担任も 専門的な支援

が行える よ う に、 特別支

援教育に関する 研修を 一

層充実さ せる 。

経験の浅い教職員のた

めの研修を充実さ せ、

実践的な指導力を身に

つけさ せる。 ま た、 経

験のある 教員向けの研

修も 新たに設定し 、 専

門性の向上を図る 。

担当教員を対象に、 専

門的な知識や指導法を

学び、 実践を共有する こ

と ができ る 研修を実施

する こ と で、 指導力と 専

門性を 兼ね備えた教職

員を 育成する 。

コ ーディ ネータ ーに必

要な知識や実践力を 身

に付けら れる研修を 実

施する。 ま た、 よ り 高

度な知識や専門性、 組

織的な対応を学べる 研

修も 実施する 。

特別支援教育
コ ーディ ネータ ー
のための研修の充実

５ 歳児健診や就学時健

診、 就学相談において

関係機関と 連携し 、 実

態や支援の状況を正確

に把握する と と も に、

学校と 情報共有し 、 適

切な支援につなげる 。

放課後等デイ サービス

や社協等の福祉関係機

関と の連携を通し 、 情

報や考え方の共有を図

り 、 特別な教育的支援

を必要と する 児童生徒

の支援の充実を図る。

市教委、 学校、 就学支

援委員会で特別な教育

的支援が必要な児童生

徒の情報を 共有し 、 児

童生徒・ 保護者の教育

的ニーズ に的確に応え

る 指導ができ る 学びの

場の情報を 提供する 。

リ ベーラ や療育支援課、

障害者総合相談支援セン

タ ー等の相談窓口を関係

機関へ周知し 、 特別な 支

援が必要な 幼児児童生徒

の保護者や関係者が必要

と する 情報を 提供する 。

特別支援教育に係る 研

修や学校訪問等で、 医

師や大学教授等の外部

講師を積極的に活用

し 、 よ り 専門的な指

導・ 助言が受けら れる

よ う にする 。

２ 連続し た学びの場の充実

１ 児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じ た支援

セン タ ー的機能の
一層の活用

学級運営支援員や特別支援

教育支援員の計画的な配置

【 特別支援教育推進に向けた４ つの基本方針】

保護者への

特別支援教育の啓発

安心・ 安全な医療的
ケア児の受け入れ

通級指導教室と

在籍校の連携の強化 支援籍学習の推進

川越市教育委員会
免許法認定講習の実施

通常の学級担任
のための特別支援教育
に関する 研修の充実

特別支援学級担任
のための研修の充実

通級指導教室担当
のための研修の充実

療育機関等と の連携 福祉関係機関等と の連携
就学支援委員会と の連携

によ る 就学相談の充実

支援につながる 相談
窓口の周知

外部人材の積極的な 活用

教育支援計画
の作成

第二次 川越市 特別支援教育推進に関する 計画

特別支援教育の理念と 基本方針

児童生徒一人一人が、 それぞれの学びの場で個性を 伸ばすと と も に、 障害の有無にかかわら ず共に学び、
高め合いな がら 、 自分ら し く 社会に参加する 力を 育む

全ての児童生徒たちが

その意欲や能力に応じ て力を 発揮でき る 令和８ 年度〜令和１ ２ 年度

概要


